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【ダウンロード方法】 

IOS（iPhone）をお持ちの方は App Storeからダウンロードしてください。 
 
 
         

こちらのQRコードを読み込むとAppStoreのダウンロード画面に移行します。 
                           
 

Androidをお持ちの方は play Storeからダウンロードしてください。 
 
 
     

こちらのQRコードを読み込むとplayStoreのダウンロード画面に移行します。 
 
 ※QRコードを読み込むには専用のアプリが必要になります。 
 
【操作方法】 
操作方法は新見市ホームページで「新見まちナビ」と検索すると操作ガイドが出

てきますのでそちらをご覧ください。 
 

ダウンロードしてね♪ 

新見まちナビ 

☆新見公式ポータル新見まちナビ☆ 
 
市からの最新のイベント情報や防災情

報をすばやく手軽に取得することができ

るスマートフォン用アプリです。 
 市内の観光地や避難所などの場所を地

図上に表示したり、スポット情報から施設

の場所までのナビ機能の利用もできます。 
 アプリはお使いのスマートフォンから

無料でダウンロードできます。 
 ※アプリは端末によってダウンロード

方法が異なります。 
 

【問い合わせ先】 
新見市役所秘書広報課 
電話：0867-72-6190 

 

新見まちナビを登録しよう!! 
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■新見の森と匠を活かす家づくり支援事業（農林課 ☎７２－６１３４） 

新見産材を利用して、市内に住宅を新築または増改築する場合に、費用の一

部を補助します。 
 ※本制度を利用した場合、「分譲宅地快適環境創造事業補助金」の新見産乾燥

材利用住宅の建築に係る補助金は利用できません。 
【要  件】 
 以下の要件を全て満たすこと。 
①市内に自ら居住するために新築・増改築する１戸建て木造専用住宅であるこ

と。 
②対象となる住宅の要件は、新築は延べ床７０㎡以上、増改築は主要構造部及

び内外装等に木材を１㎥以上使用する場合とする。 
③新築については主要構造材のうち、新見産材を７０％以上使用し、うち７

０％以上が乾燥材であること。 
④市内の建築業者（個人を含む。）が建築する住宅であること。 

【補助内容】 
 新築 １戸あたり５０万円 
 増築 １㎥あたり２万５千円（上限３０万円） 

 
 

■分譲宅地快適環境創造事業補助金（総務課 ☎７２－６１２８） 

市では、新見小岸住宅団地（５区画）及び西方郷原住宅団地（４区画）を分

譲中です。この分譲地を購入し、新見産材を利用して住宅を建築または生ごみ

処理容器を設置する場合に、費用の一部を補助します。 
【補助内容】 
①新見産乾燥材利用住宅の建築 

  一定割合以上の新見産乾燥材を利用して住宅を建築取得する場合、床面積

１㎡あたり４，０００円（上限７０万円）を補助します。 
 ※本制度を利用した場合、「新見の森と匠を活かす家づくり支援事業」は利用

できません。 
②生ごみ処理容器の設置 

  生ごみ処理容器を設置する場合、購入費の１／２（上限１０万円）を補助

します。 
 ※本制度を利用した場合、「生ごみ処理容器購入費補助金」は利用できません。 
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■住宅用太陽熱温水器設置費補助金（生活環境課 ☎７２－６１２４） 

住宅用太陽熱温水器を設置した人に、費用の一部を補助します。 
【対 象 者】 
 ①太陽熱を利用して温水を作り、台所等の給湯に用いるため、一般家庭に備

え付ける温水器（未使用のもの）を設置した人。 
 ②市内の事業者が施工（温水器の購入を含む。）すること。 
【補助内容】 
 ・設置費×１／１０ 
 ・限度額 自然循環型太陽熱温水器  上限 ５万円 
  （集熱器と貯湯タンクが一体となっているもの） 
  強制循環型ソーラーシステム  上限１０万円 
  （集熱器と貯湯タンクが分離しているもの） 

 
■住宅用太陽光発電システム設置費補助金（生活環境課 ☎７２－６１２４） 

住宅用太陽光発電システムを設置した人に、費用の一部を補助します。 
【対 象 者】 
 ①太陽光を利用して発電するシステム（未使用のもの）を設置した人。 
 ②電力会社との系統連携に伴う電力需給に関する契約を締結しているもの。 
③市内の事業者が施工（システムの購入を含む。）すること。 

【補助内容】 
 出力１ｋＷあたり２万５千円 上限１０万円 
 （出力の単位はｋＷとし、小数点以下２位まで、以下切り捨て） 

 
■生ごみ処理容器購入費補助金（生活環境課 ☎７２－６１２４） 

生ごみ処理容器を購入した人に、費用の一部を補助します。 
【対 象 者】 
 以下のいずれかの容器を購入した人 
 ①微生物を利用して生ごみを分解消滅させる容器 
 ②電気乾燥等により生ごみを減少させる容器 
【補助内容】 
 購入費×１／３（１００円未満切り捨て） 上限２万円 
 ※本制度を利用した場合、「分譲宅地快適環境創造事業補助金」の生ごみ処理

容器の設置に係る補助金は利用できません。 
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■資格取得費支援補助金（商工観光課 ☎７２－６１３７） 

専門性が高い資格、免許等の取得費用を負担する事業所や、市内事業所に勤

務しながら、自己のスキルアップなどを目的に資格を取得する勤労者に対して、

資格試験等の受験料及び登録免許料並びに資格取得のための講習・講座の受講

料等、費用の一部を補助します。 
【対 象 者】 
 ①事業所：従業員の資格取得等の費用負担を行った市内の中小企業者 

②勤労者：市内事業所へ勤務する市内居住者で、資格取得等の費用負担を行

った個人 
【補助内容】 
①対象経費が 10 万円以上の場合   対象経費×1/2(上限 10 万円) 
②対象経費が５万円以上 10 万円未満の場合  ５万円 
③対象経費が５万円未満の場合   全額 
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■新規就農支援制度（農林課 ☎７２－６１３４） 

 新規就農を目指す人に、農業研修から実際に就農するまでをトータルでサポ

ートします。 
【内  容】 
①短期農業研修 

  日帰りから１週間程度まで、ピオーネ・トマト・リンドウの栽培体験がで

きます。 
②農業体験研修 

  岡山県の制度にそった１ヶ月間の農業体験研修です。 
③農業実務研修 

  岡山県の制度にそった２年間以内の研修です。 
  年間１５０万円の研修費の支給があります。 
④地域定着手当 

  ピオーネの生産を目指し、農業実務研修を終えた人に、３年目の研修費と

して年間９０万円の支給があります。 
⑤住宅購入費用の補助 
 住宅を購入した場合、補助金を支給します。 
⑥借家賃借料の補助 

  農業実務研修または就農開始から２年間について、民間の借家賃借料を補

助します。 
⑦借家リフォーム費の補助 

  民間の借家に入居する場合、生活するために必要となる修繕費用を補助し

ます。 
⑧就業奨励金の支給 

  就農開始後、将来にわたり農業経営を継続していくと認められた場合、就

業奨励金を支給します。（３９歳以下に限ります。） 
⑨施設・設備の補助 

  農業経営に必要となる果樹棚やビニルハウス等を導入する経費を補助しま

す。（農協部会に所属する必要があります。） 
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■にいみ２４時間安全安心相談ダイヤル（市民課 ☎７２－６１３０） 

 市内にお住まいの人に、乳幼児の急な病気や自身の健康、家族の介護などに

ついて、医師、保健師、看護師などの専門職が２４時間・年中無休・無料で電

話相談に応じます。 
【電話番号】 
（フリーダイヤル）０１２０－３３７－０８９ 
 

■子育て広場（こども課 ☎７２－６１１５） 

 子育て中の親子が交流できる「子育て広場」を市内５箇所に設置しています。 
【対 象 者】 
０歳から小学校就学前の子どもとその保護者 

【利 用 料】 
無料（ただし、行事の際に材料代などをいただくことがあります。） 
※各子育て広場の場所・開設日・開設時間などは「にいみ子育てガイドブック」

でご確認ください。 

 
■保育料の減免制度（こども課 ☎７２－６１１５） 

 保護者が子どもを２人以上有している場合、２人目以降の保育料を減免しま

す。 
【内  容】 
２人目    基準額の１／２（半額） 
３人目以降  無料 
※市内の保育所、認定こども園（長時間児）などの利用により適用 
※その他、条件により、他の減免制度などもあり 



「新見市移住交流支援センター」をご利用ください！ 

 
本市への移住・定住を希望する人に対する各種支援や情報発信、交流や地域

振興活動等を行うための拠点施設として、新見市移住交流支援センターを設置

しています。本市内に移住してきた人や地域の人たちとのつながり作りも行っ

ていますので、気軽にお問い合わせください。 

 

■新見市移住交流支援センター 
○住所：新見市神郷油野１９７７－１ 
○☎：０８６７－８８－８３３１ 
○HP：https://nimmi.jp 
○開館時間：９時～１７時 
○休館日：毎週水曜日・年末年始 
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